










守谷市公式 Facebook（シティプロモーション用）https://www.facebook.com/moriya.citypro

●条例（案）名
①�守谷市地域包括支援センターの人員及び運営に

関する基準を定める条例（案）
②�守谷市指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準等を定
める条例（案）

●閲覧・配布窓口
　�市役所総務課・市民協働推進課、介護福祉課、

中央・郷州・高野・北守谷の各公民館、文化会
館、保健センター※市ホームページでも閲覧可

●案の公表および意見提出期間
　平成 27 年 1 月 21 日㈬まで
●意見を提出できる方
・市内在住・在勤・在学の方
・市内に事務所・事業所がある方および法人・団体
・市に納税義務がある方および法人・団体
●意見の提出方法
　�住所・氏名・電話番号を記入した意見書（様式

自由）を、郵送・ＦＡＸ・電子メールで提出、
または直接持参する

●提出・問合先
　〒 302-0198　守谷市大柏 950-1　 45 － 6527
　市役所介護福祉課　介護保険Ｇ　内線 171
　 k.fukushi@city.moriya.ibaraki.jp

　最近、下水に流された布等がポンプに絡まりによ
る機械の故障が頻繁に起きています。このようなこ
とが続くと、家庭の台所、風呂、トイレなどから出
る汚水を浄化センターまで流すことができなくなり、
多くの家庭に迷惑を掛けることになります。
　布類、食用油、揮発油、ごみなどは、下水管を
詰まらせたり、処理施設を故障させる原因となり
ますので、下水に流さないでください。

　

市
で
は
、
保
育
所
待
機
児
童

の
解
消
お
よ
び
保
育
サ
ー
ビ
ス
の

拡
大
を
図
る
た
め
、
新
規
の
民

間
保
育
所
の
設
立
お
よ
び
運
営

を
行
う
事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
の
中
か
ら
、
選
考
に
よ
り

事
業
候
補
者
を
決
定
し
ま
す
。

　

決
定
し
た
事
業
者
は
、
そ
の

後
、
平
成
28
年
４
月
の
開
設
に

間
に
合
う
よ
う
、
茨
城
県
の
設

置
認
可
申
請
手
続
き
、
施
設
の

建
設
等
を
進
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

▼
開
設
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

▼
応
募
方
法

　

�

応
募
書
類
を
窓
口
へ
直
接
持

参
す
る
（
郵
送
不
可
）

※�

応
募
書
類
等
の
詳
細
は
、「
守

谷
市
民
間
保
育
所
設
立
運
営

事
業
者
募
集
要
項
」
を
要
確

認
／
要
項
は
児
童
福
祉
課
窓

口
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
取
得
可

▼
応
募
期
間

　

�

平
成
27
年
３
月
２
日
㈪
～
10

日
㈫
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）

　

市
内
で
土
地
の
取
得
お
よ
び

施
設
の
建
設
に
要
す
る
資
金
を

事
業
者
が
自
己
資
金
で
調
達

し
、
認
可
保
育
所
の
運
営
を
行

う
予
定
の
事
業
者

▼
募
集
す
る
保
育
所

・
施
設
数

　

２
施
設
（
定
員
各
60
人
）

・
開
設
日

　

平
成
28
年
４
月
１
日
㈬

※�

応
募
資
格
・
応
募
条
件
の
詳

細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い

▲布等の絡まったポンプ

▲�油で汚れたマンホール
ポンプ場内部

▲タオルの絡まったポンプ

◎�水洗トイレにはト
イレットペーパー
以外流さない

◎�マンホールやます
にごみや土砂を捨
てない

◎�排水設備に野菜く
ずや油などを流さ
ない

下水に布類、油、ゴミなどを流さないで！
●問合先　上下水道事務所　事業Ｇ　☎ 48-1842

条例（案）に対するご意見を募集します！
パブリック・コメント（意見公募制度）

平成 28 年 平成 27 年
⑦
保
育
所
の
開
設
日

　

４
月
１
日
㈬

⑥
決
定　

３
月
27
日
㈮
以
降

⑤
二
次
審
査
（
面
接
審
査
）

　

３
月
27
日
㈮

④
一
次
審
査
（
書
類
審
査
）

　

３
月
12
日
㈭
～
23
日
㈪

③
申
請
書
類
の
受
付

　

３
月
２
日
㈪
～
10
日
㈫

②
質
問
の
受
付

　

３
月
６
日
㈮
ま
で

① 

募
集
要
項
の
配
布

　

３
月
６
日
㈮
ま
で

守
谷
市
民
間
保
育
所
設
立
・
運
営
事
業
者
を
募
集
し
ま
す

○
申
込
・
問
合
先　

市
役
所
児
童
福
祉
課　

内
線
１
５
２

平
成
28
年
４
月
開
設

◎
募
集
す
る
事
業
者

情報ひろば
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守谷市公式 Twitter（シティプロモーション用）https://twitter.com/moriya-citypro
　

地
元
の
野
菜
や
特
産
品
を
販

売
し
ま
す
。
家
族
や
友
達
と
一

緒
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

平
成
27
年
１
月
４
日

㈰
午
前
10
時
～
午
後
２
時
▼
会

場　

守
谷
駅
西
口
駅
前
広
場
※

小
雨
決
行

▼
問
合
先　

守
谷
す
た
い
る   

亀
田　

☎
45
・
０
０
４
６

市
役
所
経
済
課　

商
工
・
観
光

Ｇ　

内
線
２
６
２

ふ
る
さ
都
市
も
り
や
朝
市

▲おいしいもの、もりだくさん♪

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
子
さ
ん
に

入
学
祝
品
を
贈
呈
し
ま
す

　

社
会
福
祉
法
人
茨
城
県
母
子

寡
婦
福
祉
連
合
会
か
ら
、
ひ
と

り
親
家
庭
（
母
子
家
庭
、
父
子

家
庭
）
の
お
子
さ
ん
に
入
学
祝

品
（
学
用
品
）
を
贈
呈
し
ま
す
。

▼
対
象　

ひ
と
り
親
家
庭
で
平

成
27
年
度
に
小
学
校
へ
入
学
す

る
児
童
▼
申
込
方
法　

保
護
者

の
方
が
平
成
27
年
１
月
30
日
㈮

守
谷
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ（
Ｍ
Ｅ
Ｏ
）

第
19
回
定
期
演
奏
会

　

速
筆
と
い
わ
れ
る
メ
ン
デ
ル

ス
ゾ
ー
ン
が
10
年
も
か
け
て
完

成
さ
せ
た
最
後
の
交
響
曲
、「
ス

第
93
回
県
民
ス
キ
ー
学
校
・

第
３
回
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
キ
ャ
ン
プ

▽
日
時　

平
成
27
年
２
月
21
日

㈯
～
22
日
㈰
▽
ス
キ
ー
場　

福

島
県
会
津
高
原
だ
い
く
ら
ス

キ
ー
場
（
リ
ゾ
ー
ト
イ
ン
台
鞍

宿
泊
）
▽
参
加
費　

ジ
ュ
ニ
ア

（
参
加
は
原
則
小
学
４
年
生
以

上
）
２
万
４
０
０
０
円
、一
般
・

シ
ニ
ア
２
万
８
０
０
０
円

ス
キ
ー
教
室　

参
加
者
募
集

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
」
等
を
演
奏
し

ま
す
。
入
場
無
料
、
全
席
自
由

で
す
。
皆
さ
ん
の
ご
来
場
を
、

団
員
一
同
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
日
時　

平
成
27
年
１
月
12
日

㈪
午
後
２
時
～
（
開
場　

午
後

１
時
30
分
～
）
▼
会
場　

中
央

公
民
館
※
入
場
無
料
（
全
席
自

由
）
▼
指
揮　

河か
わ

端ば
た

秀ひ
で

樹き

氏  
▼
曲
目　

交
響
詩
「
中
央
ア
ジ

ア
の
草
原
に
て
」、
仮
面
舞
踏

会
、
交
響
曲
第
3
番
「
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
」

▼
問
合
先　

守
谷
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
事
務
局　
一
木

☎
50
・
０
２
８
３　

http://
orchestra.musicinfo.co.jp/~meo/

第
11
回
シ
ニ
ア
ス
キ
ー
教
室

▽
日
時　

平
成
27
年
３
月
15
日

㈰
～
16
日
㈪
▽
ス
キ
ー
場　

長

野
県
小
海
リ
エ
ッ
ク
ス
ス
キ
ー

バ
レ
ー
（
小
海
リ
エ
ッ
ク
ス
ホ

テ
ル
宿
泊
）
▽
参
加
費　

２
万

８
０
０
０
円

※
参
加
費
は
、
宿
泊
代
・
受
講

料
・
リ
フ
ト
代
・
交
通
費
含
む

／
交
通
手
段
は
、
①
②
と
も
バ

ス
を
利
用
／
レ
ン
タ
ル
あ
り
詳

細
は
問
合
先
ま
で

▼
申
込
・
問
合
先　

県
ス
キ
ー

連
盟
教
育
部　

県
南
担
当　

堀

０
９
０・８
８
４
９・４
９
３
８

ま
で
に
市
役
所
児
童
福
祉
課

（
内
線
１
５
６
）
へ
児
童
の
氏

名
・
性
別
・
生
年
月
日
・
保
護

者
名
・
住
所
・
連
絡
先
を
伝
え
、

申
し
込
む

▼
問
合
先　
（
社
福
）
茨
城
県

母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会　

長
島

☎
０
２
９
・
２
２
１
・
７
５
０
５

茨
城
県
行
政
書
士
会

県
南
支
部　

無
料
相
談
会

　

複
数
の
企
業
の
人
事
担
当
者

と
直
接
会
え
る
合
同
面
接
会
で

す
。
※
参
加
無
料

▼
日
時　

平
成
27
年
１
月
23
日

㈮
午
後
１
時
20
分
～
３
時
30
分

（
受
付
午
後
０
時
50
分
～
）
▼
会

元
気
い
ば
ら
き
就
職
面
接
会

▼
日
時　

平
成
27
年
１
月
17
日

㈯
午
後
１
時
30
分
～
４
時
▼
場

所　

中
央
公
民
館
団
体
活
動
室

▼
内
容　

相
続
・
遺
言
・
会
社

設
立
・
許
可
申
請
・
農
地
転
用
・

ビ
ザ
・
公
正
証
書
・
後
見
・
離

婚
協
議
等
の
契
約
書
な
ど

▼
問
合
先　

茨
城
県
行
政
書
士

会
県
南
支
部　

☎
45
・０
７
６
８

「
広
報
も
り
や
」に
ご
意
見
を

　

広
報
も
り
や
は
、
読
み
や
す

く
、
手
に
取
っ
て
も
ら
え
る
広

報
紙
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
皆

さ
ん
が
広
報
紙
を
読
ん
で
感
じ

た
こ
と
な
ど
、
ご
意
見
や
ご
要

望
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

市
役
所
秘
書
課   

秘
書
・
広
報
Ｇ　

内
線
３
２
３

hisho@city.m
oriya.ibaraki.jp

年
末
年
始　

計
画
的
に

連
続
休
暇
を
取
得
し
ま
し
ょ
う

　

年
次
有
給
休
暇
の
計
画
的
付

与
制
度
を
導
入
し
て
、
年
末
年

始
に
は
連
続
休
暇
を
取
得
し
、

仕
事
と
生
活
の
調
和（
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
を
図
り

ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
先　

茨
城
労
働
局　

監

督
課　

☎
０
２
９
・
２
２
４
・

６
２
１
４

場　

つ
く
ば
市
役
所
本
庁
舎
２

階
２
０
１
会
議
室
（
つ
く
ば
市

研
究
学
園
１

－

１

－

１
）
▼
対

象　

学
生
を
除
く
若
者
や
離
職

中
の
求
職
者
▼
参
加
事
業
所   

約
20
社

▼
問
合
先　

い
ば
ら
き
就
職
支

援
セ
ン
タ
ー
・
県
南
地
区
セ
ン

タ
ー　

☎
０
２
９
・
８
２
５
・

３
４
１
０

守谷市役所　☎ 0297－45－1111（代表）
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皆さんのご協力をお願いします。
●日時
　平成 27 年 1 月 5 日㈪
　10:00 ～ 16:00
　（昼休み 12:15～13:30）
●会場　イオンタウン守谷
●問合先
　保健センター　☎ 48－6000

Ｑ３　償却資産の評価額の計算方法は？
Ａ３　・�平成 26 年 5 月に冷蔵庫（耐用年数 12 年）を 50 万円で取

得した場合（前年中に取得）
　　　　取得価格 500,000 円× 0.912 ※＝ 456,000 円
　　　　　　　　　　　　　　⇒評価額（＝平成 27 年の申告額）
　　　・�平成 25 年 5 月にキャビネット（耐用年数 15 年）を 100 万

円で取得した場合（前年より前に取得）
　　　　〔取得価格 1,000,000 円× 0.929 ※＝ 929,000 円
　　　　　　　　　　　　　　⇒評価額（＝平成 26 年の申告額）〕
　　　　前年の評価額 929,000 円× 0.858 ※＝ 797,082 円
　　　　　　　　　　　　　　⇒評価額（＝平成 27 年の申告額）
　　　※減価残存率（耐用年数や取得時期によって異なる）
Ｑ４　償却資産の税額の計算方法は？
Ａ４　課税標準額（1,000 円未満切り捨て）×税率（0.014）
　　　　　　　　　　　　　　　　＝税額（100 円未満切り捨て）
　Ｑ３で求めた評価額のこと（特例が適用される場合があります）
◎課税標準額の合計が 150 万円未満の場合は、課税されません
◎�期限後申告・調査による課税の場合、延滞金が発生する場合があ

ります
家屋を取り壊した方へ　固定資産税は、毎年 1 月 1 日現在で所在
する家屋に課税されます。家屋を取り壊したときには、速やかに税
務課資産税Ｇへご連絡をお願いします（家屋の滅失登記をされた場
合は必要ありません）。

●日程（全 2 日間）
　平成 27 年 2 月 5 日㈭・6 日㈮
●会場　ポリテクセンター茨城
　（常総市水海道高野町 591）
●内容
・防火管理の意義・制度
・火気管理
・施設・設備の維持管理
・防火管理に係る訓練・教育
・防火管理に係る消防計画
※�全日程の受講が必要（欠席・

遅刻等は認められません）
●受講料　5,000 円
※�常総地方防火協会加入事業所

は 4,500 円
●定員　先着 80 人
●申込期間　
　平成 27 年 1 月 6 日㈫～ 9 日㈮
　8:30 ～ 17:00
●�申込方法　受講申請書（ホー

ムページまたは管内各消防署
窓口で取得）に必要事項を記
入し、直接申し込む

●申込・問合先
　常総広域消防本部予防課
　☎ 23－0904
　 http://www.jyouso-koiki.or.jp/

平成 26 年度
甲種防火管理新規講習

　会社や個人で工場や商店などを経営している方が所有する事業用
資産は、償却資産として申告する義務があります。詳しくは税務課ま
でお問い合わせください。
Ｑ１　償却資産とは何ですか？
Ａ１　償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産です。

Ｑ２　償却資産の対象になるものは何ですか？
Ａ２　�1 月 1 日現在で、会社や個人が事業用に所有している構築物・

機械・器具・備品などの資産です。

飲食店
・理・美容椅子
・洗面設備
・タオル蒸し器
・サインポール

 など

・商品陳列ケース
・冷蔵庫
・自動販売機
・冷蔵ストッカー

・厨房設備
・レジスター
・カラオケセット
・冷蔵庫

など

など

・ベッド
・手術台
・Ｘ線装置
・調剤機器

　など

医　院小売店

理容業
・

美容業

※自動車・軽自動車等は除外

償却資産を所有する方は、平成27年2月2日までに申告を！
●申告・問合先　市役所税務課 資産税Ｇ　内線 202、203

新春　献血にご協力を！

事業用資産

償却
資産家屋

土地
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償
却
資
産
の
対
象
と

な
る
も
の
（
例
）

【
資
産
】＝
固
定

資
産
税
の
対
象



守谷市内の交通事故発生状況（11 月）　　件数 16 件　　死者数 1 人　　負傷者 18 人

●市内の犯罪発生状況（平成 26 年 1～10 月）

▼発生区分
①�本町、松並、ひがし野、赤法花、同地、百合ケ

丘、中央、松ケ丘、大柏、野木崎
②�久保ケ丘、御所ケ丘、立沢、松前台、薬師台、緑、

板戸井、大木、大山新田
③�みずき野、小山、乙子、けやき台、高野、鈴塚、

美園

　　　　　　街頭犯罪内訳

発生
地域

刑法犯
総数

街頭
犯罪

住宅侵
入犯罪

万引き
コンビ
ニ強盗

ニセ電
話詐欺

① 380(△2) 141(△3) 19(△16) 66(△13) 0（ 0 ） 0(△2)

② 135(＋9) 67(＋14) 17(＋1) 1( 0 ) 0( 0 ) 2(＋1)

③ 84(△11) 55(＋2) 7(△4) 3(△1) 0( 0 ) 1(＋1)

合計 599(△4) 263(＋13) 43(△19) 70(△14) 0( 0 ) 3( 0 )

発生
地域

乗り物盗
ひったくり 車上狙い

自動車盗 オートバイ盗 自転車盗

① 15(△6) 25(＋13) 75(△4) 0(△2) 26(△4)

② 12(＋7) 10(＋2) 23(△10) 0(△1) 22(＋16)

③ 6(＋3) 3( 0 ) 30(△3) 1(＋1) 15(＋1)

合計 33(＋4) 38(＋15) 128(△17) 1(△2) 63(＋13)

●�自転車利用者の交通ルール無視やマナーの悪さ
が目立ちます

　自転車は便利な乗り物です。しかし、どんなに
便利な乗り物であっても、それを正しく使わなけ
れば、ときには大変な事故を起こすもとになりま
す。自転車を生活に上手に取り入れるためには、
正しく運転する必要があります。
●自転車利用者が交通違反すると罰則があります
・酒酔い運転
　（3 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金）
・日没後の無灯火（5 万円以下の罰金） 
・一時不停止
　（3 か月以下の懲役または５万円以下の罰金） 
・信号無視
　（3 か月以下の懲役または 5 万円以下の罰金） 
・二人乗り（2 万円以下の罰金または科料） 
・歩行者妨害（2 万円以下の罰金または科料） 
・傘さし片手運転（5 万円以下の罰金）
●自転車利用者はマナーを守りましょう
　視覚障がい者誘導用ブロック上の駐輪は大変危
険な行為です。絶対にやめましょう！ 
　迷惑駐輪・放置も、特に高齢者や子どもの通行
の妨げになります。災害時には、避難や緊急車両
の活動の妨げにもなります。

※（　）内の数字は、前年1～10月との比較

地域で安全・安心なまちづくりを目指して
●問合先　市役所交通防災課　交通・防災 G　内線 138
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■メールもりやに登録を…イベント情報・防犯・防災情報など広報もりやおしらせ版 2014.12.259
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1 月    暮 らしのコーナー

インターネット通販、便利だけど・・・
個人名口座への前払いにはご注意！

・市消費生活センター   ☎ 45－2327
　（市役所 2 階経済課内）月～金曜日
　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00
※土・日曜日、祝日、年末年始は除く
・消費者ホットライン
　☎ 0570ー064ー370（全国共通）
※�土・日曜日、祝日の 10:00 ～ 16:00

は国民生活センターを案内します

トラブルにあったら…

　「安いので注文したが、商品が届かな
い」「商品が届いたが偽物の粗悪品だっ
た」などのネット通販によるトラブルが
急増中！　被害救済が難しいため、申し
込む前によく確認することが大切です。
　「３つのチェックポイント」で確認！
●事業者の情報をチェック！
　�事業者の住所や電話番号等を必ず確

認。連絡先の電話番号が通じなかった
り、架空の住所だったりすることがあ
るので注意。

●支払方法をチェック！
　�前払いだけでなく、カード払いなど複

数の支払い方法が用意されていること
を確認。支払方法を理由なく前払いへ
変更するよう求められたら要注意。

●振込口座をチェック！
　振込口座の名義を確認。
　�振込口座が個人名義のみになっている

時は、特に注意。
○�困ったら市消費生活センターにご相談

ください。

１木 元旦
市役所業務休止期間（～ 3 日）

２金
３土
４日 ふるさ都市もりや朝市（10:00 ～守谷駅西口駅前広場）
５月 おはなし会（15:00 ～保健センター）

粗大ごみ戸別収集申込期間（～ 9 日）� 粗大ごみ戸別収集日
６火 おはなし会（9・10・14・21 日 11:00 ～中央図書館）
７水 � 缶・プラ容器収集日
８木 � ビン・ペット収集日
９金
10 土 消防出初式（9:00 ～中央公民館）
11 日 成人式典（13:00 ～中央公民館）
12 月 成人の日
13 火
14 水 こころのリハビリ（21 日 9:30 ～ 11:30 保健センター）

認知症の方の家族の集い（13:30 ～ 15:00 市役所）
� 公民館休館／プラ容器収集日

15 木 � 紙・布類収集日
16 金 おひざでだっこおはなし会（11:00 ～中央図書館）
17 土
18 日 おはなし会（14:00 ～中央図書館）
19 月 粗大ごみ戸別収集申込期間（～ 23 日）� 粗大ごみ戸別収集日
20 火
21 水 � 缶・プラ容器収集日
22 木 � ビン・ペット収集日
23 金
24 土
25 日
26 月
27 火
28 水 � プラ容器収集日
29 木 � 紙・布類収集日
30 金 納期限：上下水道使用料（11・12 月分）
31 土
２月２日㈪納期限：�市民税・県民税（4 期）、国民健康保険税（7 期）、

後期高齢者医療保険料（7 期）
※毎週日曜日は総合窓口課の窓口が開庁（8:30 ～ 12:00・13:00 ～ 17:15）しています

10

1
月
の
各
種
相
談

法律相談 20 日
　9:00 ～ 12:00

市役所

13 日 9:00 から要予約
☎ 45－1249
※同一事案の相談は不可

行政相談 19 日
13:00 ～ 16:00 内線 136

教育相談
（ラポールルーム）

日～金曜日
　9:00 ～ 16:30 0120－783018

若者就労支援相談 24 日（第 4 土曜日）
13:00 ～ 16:00 中央公民館 いばらき県南若者サポステ

☎ 029－893－3380　要予約

不登校相談
（はばたき）

火～金曜日
　9:00 ～ 17:00 もりや学びの里 ☎ 45－2655

こころの
健康相談

29 日
13:30 ～ 15:30 保健センター １週間前までに要予約

☎ 48－6000

家庭児童相談 月～金曜日
　8:30 ～ 17:00

家庭児童相談室
（市民交流プラザ内） ☎ 45－2314

心配ごと
相談

14:00 ～ 16:00
・ふくし� 5 日
・年金・労務�19 日 いきいきプラザ・

げんき館
（社会福祉協議会）

☎ 45－0088

電話相談 金曜日
10:00 ～ 15:00

生活機能相談 火・金曜日
10:00 ～ 17:00 市役所介護福祉課 要予約

内線 174


